


（別 紙） 

事案の種類 申請事業者 事 案 の 内 容 

鉄道の旅客

運賃及び料

金の上限変

更認可 

北海道旅客

鉄道株式会

社 

すべての運賃及び料金に消費税及び地方消費税（１０％）を含

んだ以下の額を上限額とする。 

 

１．北海道旅客鉄道株式会社線内のみを利用する場合の鉄道の普

通旅客運賃 

（１）鉄道の普通旅客運賃の計算方法及び端数計算 

    鉄道事業法第１６条第１項の定めに基づき、平成７年１２

月２２日（鉄業第９１号）で運輸大臣の認可を受けた賃率、

計算方法及び端数計算による額に、１．１０を乗じ１０円未

満の額を四捨五入し１０円単位とした額とする。 

      ただし、賃率等のうち一部を（２）～（４）のとおり変更

する。 

 

（２）幹線のみを乗車する場合の普通旅客運賃の賃率等                       

①賃率 

        営業キロ１キロメートルごとの現行の賃率２００キロ

メートルまでの部分１７円８５銭を１９円７０銭に変更

する。 

    ②営業キロ１００キロメートルまでの普通旅客運賃 

         前①にかかわらず、営業キロが１００キロメートルまで

の普通旅客運賃は現行の運賃を次のとおり変更する。 

営業キロ 税抜運賃 運賃 

１－３ １８２円 ２００円 

４－６ ２２８円 ２５０円 

７－１０ ２６４円 ２９０円 

１１－１５ ３１０円 ３４０円 

１６－２０ ４００円 ４４０円 

２１－２５ ４９１円 ５４０円 

２６－３０ ５８２円 ６４０円 

３１－３５ ６８２円 ７５０円 

３６－４０ ７８２円 ８６０円 

４１－４５ ８８２円 ９７０円 

４６－５０ １，０２８円 １，１３０円 

５１－６０ １，１７３円 １，２９０円 

６１－７０ １，３５５円 １，４９０円 

７１－８０ １，５２８円 １，６８０円 

８１－９０ １，７１９円 １，８９０円 

９１－１００ １，９１０円 ２，１００円 

 



（３）地方交通線のみを乗車する場合の普通旅客運賃の賃率等 

①賃率 

       営業キロ１キロメートルごとの現行の賃率１８２キロ

メートルまでの部分１９円６０銭を２１円６０銭に変更

する。 

②営業キロ１００キロメートルまでの普通旅客運賃 

       前①にかかわらず、営業キロが１００キロメートルま

での普通旅客運賃は現行の運賃を次のとおり変更する。  

営業キロ 税抜運賃 運賃 

１－３ １８２円 ２００円 

４－６ ２２８円 ２５０円 

７－１０ ２７３円 ３００円 

１１－１５ ３１０円 ３４０円 

１６－２０ ４００円 ４４０円 

２１－２３ ４９１円 ５４０円 

２４－２８ ５８２円 ６４０円 

２９－３２ ６８２円 ７５０円 

３３－３７ ７８２円 ８６０円 

３８－４１ ８８２円 ９７０円 

４２－４６ １，０２８円 １，１３０円 

４７－５５ １，１７３円 １，２９０円 

５６－６４ １，３５５円 １，４９０円 

６５－７３ １，５２８円 １，６８０円 

７４－８２ １，７１９円 １，８９０円 

８３－９１ １，９１０円 ２，１００円 

９２－１００ ２，１１０円 ２，３２０円 

 

（４）幹線と地方交通線を連続して乗車し、その営業キロが１

０キロメートルまでの場合 

  現行の運賃を、次のとおり変更する。 

営業キロ 税抜運賃 運賃 

１－３ １８２円 ２００円 

４－６ ２２８円 ２５０円 

７－１０ ２７３円 ３００円 

 

２．北海道旅客鉄道株式会社と北海道旅客鉄道株式会社以外の旅

客会社の鉄道の営業線を連続して乗車する場合の鉄道の普通旅

客運賃の基準額 

（１）鉄道の普通旅客運賃の基準額の計算方法及び端数計算 

   鉄道事業法第１６条第１項の定めに基づき、平成７年１２

月２２日（鉄業第９１号）で運輸大臣の認可を受けた賃率、

計算方法及び端数計算による額に、１．１０を乗じ、１０円



未満の額を四捨五入し１０円単位とした額とする。 

 

（２）１０キロメートルまでの普通旅客運賃の基準額 

区分 

 

 

 

営業 

キロ 

幹線のみを 

乗車する 

場合 

 

地方交通線 

のみを乗車 

する場合 

幹線と地方交通線 

とを連続して 

乗車する場合 

税抜 

基準額 

基準額 税抜 

基準額 

基準額 税抜 

基準額 

基準額 

１－３ １３４

円 

１５０

円 

１３４

円 

１５０

円 

１３４

円 

１５０

円 

４－６ １７２

円 

１９０

円 

１７２

円 

１９０

円 

１７２

円 

１９０

円 

７－１

０ 

１８１

円 

２００

円 

１９１

円 

２１０

円 

１９１

円 

２１０

円 

 

３．鉄道の定期旅客運賃 

 （１）通勤定期旅客運賃 

    現行の運賃を平均２２．６％引き上げ。 

 

 （２）通学定期旅客運賃 

     現行の運賃を平均２１．８％引き上げ。 

 

４．鉄道の特別急行料金 

北海道新幹線の各駅相互間の特別急行料金の額は、現行料金

を次のとおり変更する。 

   新青森 
奥津軽 

いまべつ 
木古内 

奥津軽 

いまべつ 
２，０３０円   

木古内 ４，０００円 ２，０３０円  

新函館 

北斗 
４．０００円 ４，０００円 ２，０３０円 

 

５．その他  

免税の運賃及び料金は消費税及び地方消費税を含んだ運賃に

１１０分の１００を乗じ、１円未満の端数を１円単位に切り上

げた額とする。 
 


